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２ 造林に関する事項 

 

 (1) 人工造林に関する指針 

森林所有者等の行う人工造林に当たっては、第２－１－（１）森林の整備及び

保全の目標並びに第２－１－（２）森林の整備及び保全の基本方針により実施す

ることとする。 

造林樹種、造林の方法、人工造林をすべき期間については、次の指針を標準と

して市町村森林整備計画において定めるものとする。 

 

ア 人工造林の対象樹種に関する指針 

人工造林をすべき樹種を定めるに当たっては、適地適木を旨として、地域の

自然的条件とそれぞれの樹種の特質、既往の施業体系、施業技術の動向、種苗

の需要動向及び木材の利用状況等を勘案し、以下の表の樹種を標準として市町

村森林整備計画において定めるものとする。 

また、多様な森林の整備を図る観点から、広葉樹や郷土樹種を含め幅広い樹

種の選定が行われるよう留意する。なお、風致の維持や特定の動物の採餌など

のため、定められた樹種以外の樹種を植栽しようとする場合は、林業普及指導

員等とも相談のうえ、適切な樹種を選択することとする。また、そのような樹

種を植栽すべき区域が特定できる場合には、当該区域に限って適用することを

明らかにした上で樹種を定めるものとする。 

 

表：標準的な人工造林の対象樹種 

樹 種 名 

スギ、ヒノキ、マツ、クヌギ、ケヤキ等広葉樹 

 

イ 人工造林の標準的な方法に関する指針 

森林の適確な更新を図ることを旨として、立地条件、既往の造林方法等を勘

案して定めるものとし、人工造林については標準的な植栽本数を定めるものと

する。この場合、地域の自然的条件とそれぞれの樹種の特質、既往の施業体系、

施業技術の動向等を勘案し、健全な森林の成立が見込まれる範囲の本数を定め

るものとし、多様な森林の整備を図る観点から、多様な生産目標を想定した幅

広い植栽本数を定めるよう留意する。 

また、複層林化を図る場合の樹下植栽については、それぞれの地域において

定着している複層林施業体系がある場合にはそれを踏まえつつ、「人工造林の

植栽本数」に定めた植栽本数に下層木以外の立木の伐採率（材積による率）を

乗じた本数以上を植栽すべき旨を市町村森林整備計画に記載するものとする。

なお、森林空間の利用や特定の動物の生息環境の維持などのため、標準的な植

栽本数の範囲を超えて植栽しようとする場合は、林業普及指導員等とも相談の

上、適切な植栽本数を決定すべき旨を市町村整備計画に記載するとともに、そ
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のような植栽本数を適応すべき区域が特定できる場合には、当該区域を記載す

るものとする。 

 

   ① 人工造林の植栽本数 

 植栽本数は、主要樹種について、下表の植栽本数を基礎として、既往の植

栽本数を勘案して定めるものとする。 

                             

樹  種 植栽本数 

ス  ギ １，５００～３，０００本/ha 

ヒ ノ キ １，５００～３，５００本/ha 

クヌギ等 ３，０００本/ha 程度 

 

   ② 人工造林の標準的な方法の指針 

  

    (ｱ) 地拵えの方法 

 伐採木及び枝条等が植栽や保育作業の支障とならないように整理するこ

とや、林地の保全に配慮するものとする。具体的には、造林予定地内の雑

草木を刈り払い、伐採木の枝条や刈り払った雑草木を斜面に一定間隔で整

理するなど造林地等の傾斜等を考慮して適宜行うこととする。 

 なお、造林コストの縮減にもつながることから、主伐と造林の一体的な

計画を進め、主伐作業と一体的な地拵えを積極的に実施するものとする。 

 

    (ｲ) 植付け方法 

 気候その他の立地条件及び既往の植付け方法を勘案して植付け方法を定

めるとともに、適期に植え付けるものとする。具体的には、植栽時期は、

苗木の成長開始の直前を目安として、２月～４月の間に行うこととするが、

乾燥等気象条件を充分に考慮すること。また、苗木の根が充分入る程度の

大きさの植え穴を掘り、根をよく広げて埋め戻し、土と根が密着するよう

適度に踏み固めて、ていねいに植栽することとする。 

     

ウ 伐採跡地の人工造林すべき期間に関する指針  

① 森林資源の造成とともに林地の荒廃を防止するため、皆伐による伐採跡

地で人工造林による更新を図るものについては、伐採が終了した日を含む

年度の翌年度の初日から起算して、２年以内に更新するものとする。 

 択伐による伐採跡地で人工造林による更新を図るものについては、伐採

が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して、５年以内に更新す

るものとする。 

   ② 保安林については、その保安林に定める指定施業要件に従い植栽するもの

とする。 
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 (2) 天然更新に関する指針 

天然更新については、気候、地形、土壌等の自然的条件、林業技術体系等から

みて、主として天然力を活用することにより、適確な更新が図られる森林におい

て行うこととする。 

天然更新対象樹種、天然更新の方法、天然更新をすべき期間については、次の

指針を標準として市町村森林整備計画において定めるものとする。 

 

ア 天然更新の対象樹種に関する指針  

天然更新の対象樹種は、適地適木を主として、立地条件、周辺環境等を勘案

し、針葉樹、ブナ科、ニレ科等の広葉樹及び先駆性樹種のうち中高木性の樹種

であって、将来の森林の林冠を構成するもの、又は、遷移過程において中高木

になりうる樹種とし、「福岡県天然更新完了判断基準」で定める樹種とするも

のとする。 

 

 イ 天然更新の標準的な方法に関する指針  

天然更新に当たって、天然下種更新による場合は、それぞれの森林の状況に

応じて、地表処理、刈出し、植込み等の天然更新補助作業を行うこととし、ぼ

う芽更新による場合には、ぼう芽の発生状況等を考慮し、芽かき又は植え込み

を行うこととする。  

 

① 天然更新樹種の生育し得る期待成立本数及び更新すべき本数 

期待成立本数（本/ha） 更新すべき本数（本/ha） 

１０，０００本 ３，０００本 

 

② 天然更新の標準的な方法 

 (ｱ) 天然下種更新 

(a) 地表処理 

 地表処理は、ササや粗腐植の堆積等により天然下種更新が阻害され

ている箇所について、かき起こし、枝条整理などの作業を行うことと

する。 

 

(b) 刈出し 

 刈出しは、ササなどの下層植生により天然稚樹の生育が阻害されて

いる箇所について行うこととする。 

(c) 植込み 

 植込みは、天然更新の不十分な箇所について行う。 

 なお、植込み樹種は林地の気候、地形、土壌等の自然的条件、既往

の成林状況、地域における経済的条件等を勘案するとともに、上層木

36



の密度と樹種の耐陰性を考慮し、適切なものを選定するものとする。 

 また、植込み本数は、天然稚樹等の有無及びその配置状況等を勘案

して決定するものとする。 

 

(ｲ) ぼう芽更新 

 ぼう芽による更新を行う場合には、目的樹種のぼう芽の発生状況等

を考慮し、必要に応じて芽かき又は苗木の植込みを行うこととする。 

 

③ 天然更新の完了を確認する方法 

天然更新の完了確認については、伐採後、５年を超えない期間を経過し

た時点で、「福岡県天然更新完了判断基準」を用いて更新状況の確認を行う

とともに、更新が完了していないと判断される場合は、植込み等の作業を行

って更新の確保を図るものとする。  

 

ウ 伐採跡地の天然更新をすべき期間に関する指針  

伐採跡地については、森林資源の造成とともに林地の荒廃を防止するため、

伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して、５年以内に更新す

るものとする。 

なお、5 年後において適確な更新がなされない場合には、その後 2 年以内に

植栽により更新するものとする。  

 

(3) 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林に関する指針 

植栽によらなければ適確な更新が困難な森林については、次の指針を標準とし

て市町村森林整備計画において定めるものとする。 

 

 ○植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の条件 

 以下の条件に 1 つ以上該当する場合は、植栽によらなければ適確な更新

は困難 

シカの生息密度が３１頭/km2 以上の地域（P１６３参照）にある森林

で、シカ防護柵設置等の適切な防除を行わない場合 

下層植生が少なく表土が流亡した森林 

病害虫の発生箇所や岩石地等、天然下種及びぼう芽による方法では、

適確な更新が確保できない森林 

  

 なお、以下の場合は、植栽によらなければ適確な更新は困難となる可能性が

あることから、現地状況を勘案し、必要であれば市町村森林整備計画において

記載するものとする。 

 ○植栽によらなければ適確な更新が困難となる可能性のある森林の条件 
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 以下の条件に 1 つ以上該当する場合は、植栽によらなければ適確な更新

が困難となる可能性がある。 

隣接広葉樹からの距離が１００ｍ以上ある森林 

林齢４０年生未満の森林 

放置竹林と隣接する森林 

 

(4) その他必要な事項 

ア 天然更新を行う場合における森林作業路の設置についての留意点 

 森林作業路での重機による踏み固めや表面浸食は、種子の発芽を妨げるほ

か、種子そのものの流出をもたらすため、天然更新を行う場合には、作業路

網の配置や密度に十分に配慮するものとする。 
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